
内断熱の変更箇所

※赤字が変更箇所となります

対象年度 令和3年度 令和4年度

賃貸住宅の所有者

A)申請者が当該建物を１棟全て所有していること。
　集合住宅の場合、改修箇所は１戸からでも可とする。

A)申請者が当該建物を１棟全て所有していること。
　戸建住宅の場合、改修は１住戸のみとする。
　集合住宅の場合、改修は１住戸からでも可とする。
B)法人所有の場合、登記事項証明書において家屋の用途(種類)が居宅であること。

Uw値によるグレード区分

補助対象経費を補助単価で
計算する場合の補助単価

補助対象外経費

・養生費、清掃費、美装費、搬入費、仮設足場費
・給排水、電気等の設備工事費及び設備機器等の購入費用
・クロス、外壁サイディング、フローリング等の仕上げ材、網戸・雨戸等の窓付属部材
・諸経費、設計費、書類等の補助対象製品以外の送料、交通費、廃材処分費、管理費、
　調査費、消費税及び地方消費税、法定外福利費
・金融機関に対する振込手数料 等

・養生費、清掃費、美装費、搬入費、仮設足場費
・給排水、電気等の設備工事費及び設備機器等の購入費用
・クロス、外壁サイディング、フローリング等の仕上げ材、網戸・雨戸等の窓付属部材
・サイディング胴縁、壁透湿シート、屋根防水シート等の下地材と取付費
・土台・大引き・柱等の構造材、床下地合板、石膏ボード等の下地面材と取付費
・諸経費、設計費、書類等の補助対象製品以外の送料、交通費、廃材処分費、管理費、
　調査費、消費税及び地方消費税、法定外福利費
・金融機関に対する振込手数料 等


